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Q

特定居住用宅地ってなあに？

Q:相続税の小規模宅地の特例での「特定

居住用宅地」について教えてください。

A:小規模宅地等の特例において被相続人

等の居住の用に供されていた宅地等は、減額

割合が80％となる「特定居住用宅地等」と

減額割合が50％となる「それ以外」の小規

模宅地等に区分されることになります。

この「特定居住用宅地等」とは、被相続人

等の居住用宅地等を相続等により取得した者

のうちに、被相続人の配偶者又は次の要件の

いずれかを満たす被相続人の親族（被相続人

の配偶者を除きます）がいる場合のその宅地

等をいいます。

(1)被相続人の居住の用

①同居の親族がいた場合

相続等により取得した同居の親族が、

相続開始時から相続税の申告期限まで引

き続き保有し、かつ、居住していること

②被相続人の配偶者又は同居の親族がいな

い場合

相続等により取得した者が相続開始前

3年以内に自己又は自己の配偶者の所有

する家屋に居住したことがない親族であ

って、相続開始時から申告期限まで引き

続き保有していること

(2)被相続人と同一生計親族の居住の用

相続等により取得した者が、被相続人と

、

生計を一にしていた親族であって、相続開

始時から申告期限まで引き続き保有し、か
つ 、 相続開始前から申告期限まで引き続き

自己の居住の用に供していること


